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➡■2が全
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て正
せい
解
かい
です 不

ふ
審
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な車
くるま
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し
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ひと
には近

ちか
づかない・困

こま
ったことがあれば大

おとな
人を呼

よ
びに行

い
くなどして、毎

まい
日
にち
を安
あん
全
ぜん
に過

す
ごしましょう。防犯・防災

クイズの答え

防 ・防災 クイズ

役立つ防犯・防災の知識をクイズで紹介。
いつもの備えを、もしものときの安心につなげよう。

正
せい
解
かい
は、この面

めん
の一
いち
番
ばん
下
した
にあります⬇

■問生活安全課（■☎5722－9667、■Ｆ5722－7936）

問
題
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でやってみよう！
こんなときどうする？ 自

じ

分
ぶん

の身
み

を守
まも

る編
へん
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の
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がっています。
どうする？
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●❷�下
げ
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中
ちゅう

、車
くるま

の中
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に入
い

れられそうに
なり、大
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声
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をあげたら、「うるさい、
静
しず

かにしろ！」と怒
ど

鳴
な

られました。
どうする？
■1相
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手
て

の言
い

うとおりにする� �
■2大
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声
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をあげ続
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ける

●❸�道
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し
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から「具
ぐ

合
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が悪
わる

くて動
うご

け
ない。誰

だれ

か呼
よ

んできて」と声
こえ

を掛
か

けられ
ました。どうする？
■1その場

ば

から走
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って逃
に
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■2大

お と な

人を呼
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びに行
い

く
　区内のおすすめスポットなどを日記形式で紹介する「めぐ
の日記」。これまで掲載した情報は、区W（コード❶）でご覧
になれます。

問広報課（☎5722－9486、Ｆ5722－8674）

菅刈公園
　明治７年に西郷従道がこの地を購入し、洋館などを建造。
庭園は改修後、東都一の名園と言われた。旧国鉄の職員宿舎
などを経て、平成９年に区の土地になり、庭園の一部を復原
した公園となった。河津桜の見頃は２月中旬～３月上旬。

No.28

No.28

めぐのプロフィール
　区内に住むインテリア
コーディネーター。休日
に目黒のまちを訪ね歩き、
おすすめスポットを日記
につづっている。

今月のおすすめスポット
菅刈公園の河津桜
（青葉台２－１１－２５）

No.28

❶

　菅刈公園の河津桜がきれいだと

聞いて写真を撮りに行ってみた。

鮮やかなピンク色に見とれている

と、なんとメジロが蜜を吸いに来

ててシャッターチャンス！しかも

逆さまでかわいい♡

　菅刈公園の庭園を満喫できたし、

目黒でメジロに出会えるなんて、

なんだか面白い

経験や元気を生かして
いきいきサポーターとして

活動しませんか

めぐろシニア
いきいきポイント

手帳

令和 5年度

目黒区

⃝保育補助
⃝地域の高齢者の見守り
⃝介護予防普及活動
⃝福祉施設での花壇の整備や掃除　ほか　

活動内容

時２月２２日（木）１３：３0～１５：00
場中目黒GTプラザホール（上目黒２－１－３）
内いきいきポイント事業の説明、活動の紹介・心構え、登録会（住所・
氏名が確認できる書類を持参）
対満6５歳以上で、要介護・要支援の介護保険サービスを受けてい
ない区内在住者
定３５人（先着）
申電話、ＦAX（いきいきサポーター研修と明記の上、氏名〈ふりが
な〉、住所、年齢、電話、手話通訳希望者はその旨を記入）で、２
月２～１4日に、高齢福祉課いきがい支援係（☎５７２２－９8３７、Ｆ
５７２２－９4７4）へ

いきいきサポーター研修・登録会

高

　65歳以上のかたが、社会貢献活動に参加し、生きがいづくりや
社会参加、介護予防を目指す「めぐろシニアいきいきポイント事業」
を実施しています。
　いきいきサポーター研修を受け、サポーターに登録して社会貢献
活動をすると、目黒区商店街商品券と交換できるポイントがたまり
ます。

問高齢福祉課いきがい支援係（☎5722－9837、Ｆ5722－9474）

問�権利擁護センター「めぐろ」（☎5768－3964、Ｆ5768－3965）

親族後見人サポートをご活用ください

　親族の後見人になった後の、後見業務に関する不安や困りごとの解決をサ
ポートしています。身近な相談窓口として、ぜひご活用ください。利用を希
望するかたは、お問い合わせください。

時２月１９日（月）１4：00～１6：00
場総合庁舎別館4階目黒区社会福祉協議会
師司法書士　櫻井かおり氏、社会福祉士　加瀬祐子氏
定１0人（先着）
申電話、ＦAX（親族後見人交流会と明記の上、氏名〈ふりがな〉、電話、
ＦAXを記入）で、２月２～１6日に、権利擁護センター「めぐろ」（☎
５７68－３９64、Ｆ５７68－３９6５）へ

対親族の成年後見人、保佐人、補助人、監督人選任後の任意後見人を受任し
ているかた
内後見業務に関する一般相談、弁護士などによる専門相談（予約制・無料）、
情報提供（家庭裁判所の動向や報告書の書式変更等）、親族後見人交流会（下
記参照）

親族後見人交流会を開催します
　司法書士や社会福祉士などの専門職を交え、親族後見人同士の意見・
情報交換、後見活動の学習を行います。日頃の後見活動での不安や戸
惑い、聞いてみたいことを後見人同士で話し合ってみませんか。
　また、専門職が実務に関する相談にも応じます。

親族後見人同士で
話をしてみたい

裁判所に出す書類の
書き方はこれでいいの？

後見業務に関する
最新情報を知りたい


